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終了（予定）年度 ─ 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 3 障害者等が自分らしく輝いて暮らせる地域社会の実現 無

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
一般会計 事務事業分類 B　法定義務等事業

事務事業名 障害医療費助成事業 シート番号 11-044

基礎点検

担当部署名 健康福祉 生活福祉 医療年金 評価責任者（課長名） 神谷

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 昭和 48 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

大阪府市町村重度障がい者医療費助成事業費補助金交付要綱
堺市重度障害者医療費助成条例、堺市重度障害者医療費助成条例施行規則

4 関連計画

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

・身体障害者手帳の等級が１級か２級の方　　　　　　　　・知的障害の程度が重度の方（療育手帳でA判定）
・知的障害の程度が中度(療育手帳でB1判定）で身体障害者手帳を持つ方
・精神障害者保健福祉手帳の等級が１級の方
・特定医療費（指定難病）受給者証又は特定疾患医療受給者証を持つ方で障害年金１級または特別児童扶養手当１級の方

5 事業実施の経緯
昭和49年1月大阪府の制度創設に伴い事業開始
平成30年4月福祉医療費助成制度の再構築により対象拡充、老人医療と整理・統合

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　　　）

事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

重度障害者の健康の保持及び福祉の増進

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

医療証を発行し、医療費の一部を助成する（医療機関等を受診した際の窓口負担の軽減）

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 (     　扶助費　　　 )

直接実施以外の主な支出先 大阪府国民健康保険団体連合会、大阪府社会保険診療報酬支払基金

事
業
コ
ス
ト

11

項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 952,334 939,210 1,593,516 2,163,597

一般財源 千円 472,205 466,907 811,324 993,156

8

主
な
事
業
費
内
訳

扶助費 千円 940,564 927,890

役務費 千円 11,740 11,139 24,811 43,243

1,568,641 2,120,015

需用費 千円 30 181 64 268

千円

財
源
内
訳

国・府支出金 千円 479,450 471,827 700,721 1,000,440

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円

その他（　　　　　　　諸収入　　　　　　　　　　　） 千円 679 476 81,471

市債 千円

170,001

総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 962,334 949,470 1,619,246 2,189,087

人件費  （ｂ） 千円 10,000 10,260 25,730 25,490


